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労
働
争
議
を
公
正
・
適
時
に
解
決
し
、
当
事
者
の
合
法
権
益
を
保
護
し
、
労
働
関
係
の
安
定
を
維
持
す
る
た
め
、
本
法
を
定
め
る
。

第

二
条

次
に
掲
げ
る
中
華
人
民
共
和
国
国
内

の
使
用
者
と
労
働
者
と
の
間
で
生
じ
た
労
働
争
議
は
、
本
法
を
適
用
す
る
。

(
一
)
労
働
関
係

の
確
認
に
因

っ
て
生
じ
た
争
議

(二
)
労
働
契
約

の
締
結
、
履
行
、
変
更
、
解
除
と
終
止

に
因

っ
て
生
じ
た
争
議

(三
)
除
名
、
解
雇
、
辞
職
、
離
職
に
因

っ
て
生
じ
た
争
議

(
四
)
労
働
時
間
、
休
息
休
暇
、
社
会
保
険
、
福
利
、
研
修
及
び
労
働
者
の
保
護
に
因

っ
て
生
じ
た
争
議

(五
)
労
働
報
酬
、
業
務
上
の
負
傷
に
係
わ
る
医
療
費
、
経
済
補
償
又
は
賠
償
金
等
に
因

っ
て
生
じ
た
争
議

(六
)
法
律
、
法
規
が
本
法
に
依

っ
て
処
理
す
る
と
定
め
た
そ
の
他

の
労
働
争
議

第

三
条

労
働
争
議
を
解
決
す
る
際
に
は
、
事
実
を
根
拠
と
し
、
合
法
、
公
正
、
適
時
、
調
停
重
視

の
原
則
に
従

い
、
法
に
依

っ
て
当
事
者
の
合

法
的
権
益
を
保
護
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条

労
働
争
議
発
生
後
、
労
働
者
は
自
ら
使
用
者
と
協
議
し
て
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
、
労
働
組
合
又
は
第
三
者

の
協
力
を
要
請
し
共
に
使

用
者
と
交
渉
を
行
い
、
合
意
に
導
く
こ
と
も
で
き
る
。

第
五
条

労
働
争
議
発
生
後
、
当
事
者
は
協
議
を
望
ま
な

い
場
合
、
当
事
者
間
の
協
議
が
成
立
し
な
い
場
合
、
又
は
和
解
協

議
成
立
後
相
手
方
が

協
議
の
内
容
を
履
行
し
な

い
場
合
に
は
、
当
事
者
は
調
停
組
織
に
調
停
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
調
停
を
望

ま
な

い
場
合
、
調
停

84



中華人民共和国労働争議調停仲裁法(韓 寧)

が
不
調

で
あ
る
場
合
又
は
調
停
成
立
後
相
手
方
が
履
行
し
な

い
場
合
に
は
、
当
事
者
は
労
働
争
議
仲
裁
委
員
会
に
仲
裁
を
申
し
立
て
る
こ

と
が
で
き
る
。
仲
裁
判
断
を
不
服
と
す
る
場
合
、
人
民
法
院
に
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
本
法

に
他
の
規
定
が
あ
る

場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

第
六
条

労
働
争
議
が
生
じ
た
後
、
当
事
者
は
そ
の
主
張
に
つ
い
て
、
証
拠
を
提
出
す
る
責
任
を
負
う
。
使
用
者
は
当
該
労

働
争
議
に
係
る
証
拠

を
持

っ
て
い
る
場
合
、
そ
れ
を
提
出
す
る
も

の
と
す
る
。
使
用
者
は
当
該
証
拠
を
提
出
し
な
い
場
合

の
不
利
益

に
つ
い
て
責
任
を
負
う
。

第
七
条

労
働

争
議

の
労
働
者
側
は
、
人
数
が
十
人
以
上
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
ら

の
主
張
が

一
致
す
る
場
合
に
は
、
代
表
者

を
選
任
し
て
調
停
、

仲
裁
又
は
訴
訟
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条

県
級

以
上
の
人
民
政
府
労
働
行
政
部
門
は
、
労
働
組
合
と
使
用
者
と
共
に
三
者
労
働
関
係
調
整
組
織
を
構
成
し
、

共
同
で
労
働
争
議
に

係
る
重

大
な
問
題
を
解
決
す
る
。

第
九
条

使
用
者
の
労
働
報
酬

の
未
払

い
、
又
は
減
額
、
若
し
く
は
、
業
務
上

の
負
傷
に
係
わ
る
医
療
費
、
経
済
補
償
又
は
賠
償
金

の
未
払

い
の

場
合
に
は
、
労
働
者
は
労
働
行
政
部
門
に
苦
情
処
理
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
労
働
行
政
部
門
は
法

に
依

っ
て
処
理
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。
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第
二
章

調
停

第
十
条

労
働
争
議
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
当
事
者
は
次
に
掲
げ
る
調
停
組
織
に
調
停
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
一
)
企
業

の
労
働
争
議
調
停
委
員
会

(二
)
法
に
依

っ
て
設
立
さ
れ
た
基
層
人
民
調
停
組
織

(三
)
郷
鎮

・
街
道
に
設
立
さ
れ
た
労
働
争
議
調
停

の
職
能
を
有
す
る
組
織

企
業

の
労
働
争
議
調
停
委
員
会
は
、
従
業
員
代
表
及
び
企
業
の
代
表

で
組
織
す
る
。
従
業
員
代
表
は
、
労
働
組
合

の
成
員
が
担
当
す
る

ほ
か
、
全
体
の
従
業
員
に
よ

っ
て
選
出
さ
れ
る
。
企
業
の
代
表
は
、
企
業
の
責
任
者
が
こ
れ
を
指
定
す
る
。
企
業

の
労
働
争
議
調
停
委
員

会
の
主
任
は
、
労
働
組
合

の
成
員
、
或

い
は
労
使
双
方
に
よ

っ
て
選
出
さ
れ
た
者
が
こ
れ
を
担
当
す
る
。

第

一
一
条

労
働
争
議
調
停
組
織
の
調
停
員
は
、
公
正
か

つ
品
行
方
正
で
、
大
衆
と
の
連
携
が
緊
密
で
、
調
停
活
動
に
熱
心
で
、

一
定

の
法
律
、
政

策
及
び

文
化
の
知
識
を
有
す
る
成
年
者
が
こ
れ
を
担
当
す
る
。

第
十
二
条

当
事

者
は
、
労
働
争
議
調
停
を
申
し
立
て
る
際
に
、
書
面
又
は
口
頭
で
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

口
頭

で
申
し
立

て
る
場
合
に
は
、
調
停
組
織
は
そ
の
場
で
申
立
人
の
氏
名
そ
の
他
の
情
報
、
争
議

の
内
容
、
申
立

の
理
由
及
び
申
立
の

日
付
を

記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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第
十
三
条

労
働
争
議
調
停
を
行
う
場
合
、
調
停
員
は
、
当
事
者
双
方

の
事
実
及
び
理
由

に
関
す
る
陳
述
を
十
分
に
聞
き
取
り
、
当
事
者
の
話
し
合

い
を
促
し
、
当
事
者
を
合
意
に
導
く
も

の
と
す
る
。

第
十
四
条

調
停

で
合
意
に
達
し
た
場
合
に
は
、
調
停
協
議
書
を
作
成
す
る
。

調
停
協
議
書
は
当
事
者
双
方
が
署
名
又
は
押
印
し
、
調
停
員
が
署
名
し
、
調
停
組
織
の
印
を
押
印
し
た
後
、
法
的
効
力
を
生
じ
る
。
調

停
協
議
書
は
、
当
事
者
双
方
に
対
し
て
拘
束
力
を
持
ち
、
当
事
者
は
そ
れ
を
履
行
す
る
も
の
と
す
る
。

調
停
申
立
が
受
理
さ
れ
た
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
調
停
協
議
が
成
立
し
な
い
場
合
に
は
、
当
事
者
は
法
に
依

っ
て
仲
裁
を
申
し
立
て
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
十
五
条

調
停
協
議
が
成
立
し
た
後
、
当
事
者

一
方
は
協
議
で
約
定
し
た
期
間
内
に
調
停
協
議
を
履
行
し
な
い
場
合
に
は
、
相
手
方
は
法
に
依

っ

て
仲
裁
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
六
条

未
払

い
の
労
働
報
酬
、
業
務
上
の
負
傷
に
係
わ
る
医
療
費
、
経
済
補
償
及
び
賠
償
金
に
関
す
る
調
停
協
議
が
成
立
し
た
後
、
使
用
者
が

協
議

で
約
定
し
た
期
間
内
に
履
行
し
な

い
場
合
に
は
、
労
働
者
は
当
該
調
停
協
議
書
に
基
づ
き
人
民
法
院
に
支
払
督
促
を
申
し
立

て
る
こ

と
が
で
き
る
。
人
民
法
院
は
法
に
依

っ
て
支
払
督
促
を
発
す
る
。
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第
三
章

仲
裁

第

一
節

一
般
規
定

第
十
七
条

労
働
争
議
仲
裁
委
員
会
は
、
統

一
し
て
計
画
案
配
す
る
、
配
置
適
正
、
実
際
の
需
要
に
応
じ
る
と

い
う
原
則
に
従

い
設
立
さ
れ
る
。
省
、

自
治
区
人
民
政
府
は
、
所
轄

の
市
、
県
で
労
働
争
議
仲
裁
委
員
会
を
設
立
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
。
直
轄
市
人
民
政
府
は
、
所
轄

の
区

・

県
で
労

働
争
議
仲
裁
委
員
会
を
設
立
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
。
直
轄
市
及
び
区
を
設
立
し
た
市
は
、

一
箇
所
以
上

の
労
働
争
議
仲
裁
委
員

会
を
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
各
級
の
行
政
区
画
に
応
じ
て
労
働
争
議
仲
裁
委
員
会
を
設
立
す
る
こ
と
は
要
し
な

い
。

第
十
八
条

国
務
院

の
労
働
行
政
部
門
は
、
本
法

の
相
関
規
定
に
依

っ
て
仲
裁
規
則
を
制
定
す
る
。
省
、
自
治
区
、
直
轄
市
の
人
民
政
府
労
働
行
政

部
門
は
、
当
該
行
政
区
域
の
労
働
争
議
仲
裁
活
動
に
つ
い
て
指
導
を
行
う
。

第
十
九
条

労
働
争
議
仲
裁
委
員
会
の
組
織
は
、
労
働
行
政
部
門
代
表
、
労
働
組
合
代
表
及
び
企
業
の
代
表
と
す
る
。
労
働
争
議
仲
裁
委
員
会
の
委

員
数
は
奇
数
と
す
る
。

労
働
争
議
仲
裁
委
員
会
は
法
に
依

っ
て
次

に
掲
げ
る
職
責
を
負
う
。

(
一
)
専
任
仲
裁
人
及
び
兼
任
仲
裁
人
を
招
聘

し
、
又
は
解
任
す
る
こ
と
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(二
)
労
働
争
議
事
件
を
受
理
す
る
こ
と

(三
)
重
大
或
い
は
困
難
な
労
働
争
議
事
件
を
討
議
す
る
こ
と

(四
)
仲
裁
活
動
を
監
督
す
る
こ
と

第
二
十
条

労
働
争
議
仲
裁
委
員
会
は
、
仲
裁
人
名
簿
を
作
製
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

仲
裁
人
は
公
正
か
つ
品
行
方
正
で
あ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
一
)
裁
判
官
を
務
め
た
こ
と
が
あ
る
こ
と

(二
)
法
学
研
究
、
法
学
教
育
に
従
事
し
、
か
つ
中
級
以
上
の
職
名
を
有
す
る
こ
と

(三
)
法
律
知
識
を
有
し
、
人
事
或
い
は
労
働
組
合
等
の
専
門
職
に
就
き
満
五
年
以
上
に
な
る
こ
と

(四
)
弁
護
士
業
務
に
従
事
し
て
満
三
年
以
上
に
な
る
こ
と

第
二
十

一
条

労
働
争
議
仲
裁
委
員
会
は
本
区
域
内
の
労
働
争
議
事
件
を
管
轄
す
る
。

労
働
争
議
事
件
は
労
働
契
約
の
履
行
地
或
い
は
使
用
者
の
所
在
地
の
労
働
争
議
仲
裁
委
員
会
が
管
轄
す
る
。
当
事
者
双
方
が
労
働
契
約

の
履
行
地
と
使
用
者
の
所
在
地
の
労
働
争
議
仲
裁
委
員
会
に
そ
れ
ぞ
れ
仲
裁
を
申
し
立
て
る
場
合
に
は
、
労
働
契
約
の
履
行
地
の
労
働
争

議
仲
裁
委
員
会
が
管
轄
す
る
。

第
二
十
二
条

労
働
紛
争
が
生
じ
た
労
働
者
と
使
用
者
は
、
労
働
争
議
仲
裁
事
件
の
当
事
者
双
方
と
す
る
。
労
務
派
遣
会
社

・
組
織
又
は
派
遣
先
の
会

社
・
組
織
と
労
働
者
の
間
に
労
働
争
議
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
労
務
派
遣
会
社

・
組
織
と
派
遣
先
の
会
社

・
組
織
は
共
同
当
事
者
と
す
る
。
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第

二
十

三
条

労
働
争
議
事
件

の
処
理
結
果
に
つ
い
て
利
害
関
係
を
有
す
る
第
三
者
は
、
仲
裁

へ
の
参
加
を
申
し
立

て
る
こ
と
が

で
き
、
労
働
争
議
仲

裁
委
員
会
は
、
当
該
第
三
者
に
仲
裁

へ
の
参
加
を
要
請
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

第
二
十

四
条

当
事

者
は
代
理
人
に
委
任
し
、
仲
裁
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
代
理
人
に
委
任
し
仲
裁
に
参
加
さ
せ
る
場
合
に
は
、
労
働
争
議

仲
裁
委

員
会
に
対
し
て
、
委
任
者
が
署
名
し
、
又
は
押
印
し
た
委
任
状
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
委
任
状
に
は
、
委
任
事
項
及
び

権
限
を

明
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
二
十

五
条

民
事
行
為
能
力

の
全
部
又
は

一
部
を
喪
失
し
た
労
働
者
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
が
仲
裁
活
動
を
代
理
す
る
。
法
定

代
理
人
が
な
い
場
合

に
は
、
労
働
争
議
仲
裁
委
員
会
が
労
働
者
の
た
め
に
代
理
人
を
指
定
す
る
。
労
働
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
近
親
者
又
は
代
理
人

が
仲
裁
活
動
に
参
加
す
る
。

第
二
十
六
条

労
働
争
議
仲
裁
は
、
公
開
で
行
う
。
た
だ
し
、
当
事
者
が
非
公
開
に
す
る
旨
を
合
意
し
た
場
合
、
又
は
国
家
秘
密
、
商
業
上
の
秘
密
及

び
個
人

の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
係
わ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な

い
。
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労
働
争
議
仲
裁
の
申
立
時
効

の
期
間
は

一
年
と
す
る
。
仲
裁
時
効
の
期
間
は
、
当
事
者
が
権
利
の
侵
害
を
知
り
、

又
は
知
り
得
た
時
か

ら
起
算
す
る
。

前
項

に
定
め
る
仲
裁
時
効
は
、
当
事
者

の

一
方
が
相
手
方
に
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
、
当
事
者
が
関
係
部
門
に
権
利

の
救
済
を
請
求
す

る
こ
と
、
又
は
相
手
方
が
義
務
の
履
行
を
承
諾
す
る
こ
と
に
因

っ
て
、
中
断
す
る
。
仲
裁
時
効
期
間
は
、中
断
の
時
か
ら
改
め
て
計
算
す

る
。

不
可
抗
力
又
は
そ
の
他
の
正
当
な
理
由
が
あ
り
、
当
事
者
が
第

一
項
に
定
め
る
仲
裁
時
効
期
間
内
に
仲
裁
を
申
し
立

て
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
、
仲
裁
時
効
は
中
止
す
る
。
仲
裁
時
効
期
間
は
、
時
効
中
止
の
原
因
が
消
滅
す
る
日
か
ら
続
け
て
計
算
す
る
。

労
働
関
係
存
続
期
間
内
に
労
働
報
酬
の
未
払

い
に
因

っ
て
争
議
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
労
働
者
が
仲
裁
を
申
し
立

て
る
期
間
は
、
本
条

第

一
項

に
定
め
る
仲
裁
時
効
期
間
の
限
り
で
な

い
。
た
だ
し
、
労
働
関
係
が
終
止
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
日
か
ら

一
年
以
内
に
仲
裁
を
申

し
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
二
十

八
条

申
立
人
は
仲
裁
を
申
し
立

て
る
に
あ
た
り
、
仲
裁
申
立
書
を
提
出
し
、
か
つ
、
被
申
立
人

の
入
数
に
応
じ
て
副
本
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

申
立
書
に
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
明
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(
一
)
労
働
者

の
氏
名
、
性
別
、
年
齢
、
職
業
、
勤
務
先
と
住
所
、
使
用
者

の
名
称
、
住
所
と
法
定
代
表
者
又
は
主
た
る
責
任
者
の
氏
名
、

職
務(二

)
仲
裁
請
求
及
び
根
拠
と
な
る
事
実
、
理
由

(三
)
証
拠
及
び
証
拠

の
出
所
、
証
人
の
氏
名
と
住
所

仲
裁
申
立
書
の
作
成
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
口
頭

で
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
労
働
争
議
仲
裁
委
員
会
は
記
録
を
作
成
し
た
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上
で
、
相
手
方
当
事
者
に
告
知
す
る
。

第
二
十
九
条

労
働
争
議
仲
裁
委
員
会
は
、
仲
裁
申
立
書
を
受
領
し
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
、
受
理
の
要
件
を
満
た
す
と
認
め
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を

受
理
し
、
か

つ
当
事
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
受
理
の
要
件
を
満
た
さ
な

い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
申
立
人
に
受
理
し
な
い
旨

を
書
面
で
通
知
し
、
か

つ
、
そ
の
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
労
働
争
議
仲
裁
委
員
会
が
受
理
し
な
か

っ
た
場
合
、
又
は
期
限

を
超
え

て
決
定
を
下
し
て
い
な

い
場
合
に
は
、
申
立
人
は
当
該
労
働
争
議
に
つ
き
人
民
法
院
に
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
条

労
働
争
議
仲
裁
委
員
会
は
仲
裁
申
立
を
受
理
し
た
後
、
五
日
以
内
に
仲
裁
申
立
書
の
副
本
を
被
申
立
人
に
送
達
し
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
。

被
申
立
人
は
、
仲
裁
申
立
書

の
副
本
を
受
領
し
た
後
、
十
日
以
内
に
答
弁
書
を
労
働
争
議
仲
裁
委
員
会

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

労
働
争
議
仲
裁
委
員
会
は
、
答
弁
書
を
受
領
し
た
後
、
五
日
以
内
に
答
弁
書
の
副
本
を
申
立
人
に
送
達
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
被
申
立

人
が
答
弁
書
を
提
出
し
な

い
場
合
も
、
仲
裁
手
続
の
進
行
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な

い
。
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労
働
争
議
仲
裁
委
員
会
は
、
仲
裁
申
立
を
受
理
し
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
仲
裁
廷
の
組
織
状
況
を
書
面
で
当
事
者

に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

第
三
十

三
条

仲
裁
人
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
回
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
事
者
も

、
口
頭
又
は
書
面
の

形
式
で
忌
避
を
申
し
立

て
る
権
利
を
有
す
る
。

(
一
)

当
該
事
件

の
当
事
者
、
又
は
当
事
者
若
し
く
は
代
理
人
の
近
親
者
で
あ
る
こ
と

(二
)
当
該
事
件
と
利
害
関
係
を
有
す
る
こ
と

(三
)
当
該
事
件
の
当
事
者
又
は
代
理
人
と
そ
の
他
の
関
係
が
あ
り
、
仲
裁

の
公
正
に
影
響
を
及
ぼ
す
恐
れ
が
あ
る

こ
と

(四
)
密
か
に
当
事
者
、
代
理
人
に
会

い
、
又
は
当
事
者
、
代
理
人

の
招
待
及
び
謝
礼
を
受
け
る
こ
と

労
働

争
議
仲
裁
委
員
会
は
忌
避

の
申
立
に
つ
い
て
遅
滞
な
く
決
定
を
下
し
、
口
頭
又
は
書
面
の
形
式
で
当
事
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
三
十
四
条

仲
裁
人
は
本
法
第
三
十
三
条
第
四
項
に
定
め
る
事
由
に
該
当
し
、
若
し
く
は
賄
賂
を
要
求
、
又
は
収
受
し
、
私
利

の
た
め
に
不
正
を
働

き
、
法
を
曲
げ
て
判
断
を
下
す
行
為
を
な
す
場
合
に
は
、
法

に
依

っ
て
法
律
上
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
労
働
争
議
仲
裁
委

員
会
は

そ
の
者
を
解
任
す
る
も

の
と
す
る
。

第
三
十

五
条

仲
裁
廷
は
、
開
廷
審
理
の
五
日
前
に
、
開
廷
審
理
の
期
日
と
場
所
を
書
面
で
当
事
者
双
方
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
当
事
者
は
、

正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
開
廷
審
理
の
三
日
前

に
開
廷
審
理
の
延
期
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
延
期
す
る
か
否
か
は
、
労
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働
争
議
仲
裁
委
員
会
が
決
定
す
る
。

第
三
十
六

条

申
立
人
が
書
面
に
よ
る
通
知
を
受
け
、
正
当
な
理
由
な
く
し
て
開
廷
審
理
に
出
席
し
な
い
、
又
は
仲
裁
廷
の
許
可
な
く
し
て
途
中
退
席

し
た
場

合
に
は
、
仲
裁
申
立
を
取
り
下
げ
た
も

の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

被
申

立
人
が
書
面
に
よ
る
通
知
を
受
け
、
正
当
な
理
由
な
く
し
て
開
廷
審
理
に
出
席
し
な
い
、
又
は
仲
裁
廷
の
許

可
な
く
し
て
途
中
退

席
し
た

場
合
に
は
、
欠
席
判
断
を
下
す

こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十

七
条

仲
裁
廷
は
、
専
門
的
問
題
に

つ
い
て
鑑
定
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
事
者

の
約
定
し
た
鑑
定
機
関

に
鑑
定
を
依
頼
す
る

こ
と
が

で
き

る
。
当
事
者
の
問
に
約
定
が
な

い
、
又
は
約
定
に
達
し
な

い
場
合
に
は
、
仲
裁
廷
の
指
定
す
る
鑑
定
機

関
に
鑑
定
さ
せ
る
。

当
事
者

の
請
求
又
は
仲
裁
廷

の
要
請
に
基
づ
き
、
鑑
定
機
関
は
、
鑑
定
人
を
開
廷
審
理
に
参
加
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
当
事
者
は
、

仲
裁
廷

の
許
可
を
得

て
、
鑑
定
人
に
質
問
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
三
十

八
条

当
事
者
は
、
仲
裁

の
過
程
で
証
拠
に
対
す
る
質
疑
及
び
弁
論
を
行
う
権
利
を
有
す
る
。
証
拠
に
対
す
る
質
疑
及
び
弁
論
が
終
結
し
た
時

に
、
首
席
仲
裁
人
又
は
単
独
仲
裁
人
は
、
当
事
者
に
最
終
意
見
を
求
め
る
も

の
と
す
る
。

第
三
十
九
条

仲
裁
廷
は
当
事
者
の
申
し
出
た
証
拠
に
つ
い
て
証
拠
調

べ
を
行

い
、
信
用
性
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
証
拠
を
事
実
認
定
の

根
拠
と
す
る
。

仲
裁

の
請
求
と
関
係
が
あ
る
証
拠
を
使
用
者
が
持
ち
、
労
働
者
が
こ
れ
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
に
は
、
仲
裁
廷
は
指
定
す
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る
期
間
内
に
使
用
者
に
当
該
証
拠
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
条

仲
裁
廷
は
、
開
廷
審
理
の
状
況
を
記
録
に
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
当
事
者
及
び
そ
の
他

の
仲
裁
参
加
者
は
、
自
ら
の
陳
述

の
記

録
に
遺

漏
又
は
誤
り
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
補
正
を
申
し
立
て
る
権
利
を
有
す
る
。
補
正
を
認
め
な
い
場
合

に
は
、
当
該
申
立
を

記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記
録

に
は
、
仲
裁
人
、
記
録
係
、
当
事
者
及
び
そ
の
他

の
仲
裁
参
加
人
が
署
名
又
は
押
印
す
る
。

第
四
十

一
条

当
事
者
は
、
仲
裁
を
申
し
立

て
た
後
、
自
ら
和
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
和
解

の
合
意
に
達
し
た
場
合
に
は
、
仲
裁
申
立
を
取
り
下
げ

る
こ
と

が
で
き
る
。

第
四
十

二
条

仲
裁

廷
は
、
判
断
を
下
す
前
に
調
停
を
行
う
も
の
と
す
る
。

調
停
が
成
立
し
た
場
合
、
仲
裁
廷
は
調
停
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

調
停
書
に
は
、
仲
裁

の
請
求
及
び
当
事
者

の
合
意

の
結
果
を
明
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
調
停
書
は
、
仲
裁
人

が
署
名
し
、
労
働
争

議
仲
裁
委
員
会

の
印
を
押
印
し
、
当
事
者
双
方
に
送
達
す
る
。
調
停
書
は
、
当
事
者
双
方
が
署
名
受
領
し
た
後
、
法

的
効
力
を
生
じ
る
。

不
調

の
場
合
、
又
は
調
停
書
を
送
達
す
る
前
に

一
方
の
当
事
者
が
翻
意
し
た
場
合
に
は
、
仲
裁
廷
は
、
遅
滞
な
く

判
断
を
下
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。

第
四
十

三
条

仲
裁
廷
は
、
労
働
争
議
事
件
を
審
理
す
る
と
き
、
労
働
争
議
仲
裁
委
員
会
が
仲
裁
申
立
を
受
理
し
た
日
か
ら
四
十
五
日
以
内
に
判
断
を
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下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
事
件
が
複
雑
で
延
期
が
必
要
で
あ
る
場
合
に
は
、
労
働
争
議
仲
裁
委
員
会
主
任

の
許
可
を
経
て
、
延
期
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
仲
裁
廷
は
、
当
事
者
に
書
面
で
こ
れ
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
延
期

の
期
間
は
十
五
日
を
超
え
て
は

な
ら
な

い
。
期
間
を
超
え

て
も
な
お
仲
裁
判
断
を
下
さ
な
い
場
合
、
当
事
者
は
当
該
労
働
争
議
に
つ
き
人
民
法
院
に
訴
え
を
提
起
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

仲
裁
廷
が
労
働
争
議
事
件
を
仲
裁
す
る
場
合

に
お

い
て
、
そ
の
事
実
の

一
部
が
既
に
明
白

で
あ
る
と
き
は
、
当
該

部
分
に
つ
い
て
先
行

し
て
判

断
を
下
す
こ
と
が
で
き

る
。

第

四
十

四
条

仲
裁
廷
は
、
労
働
報
酬
、
業
務
上
の
負
傷
に
係
わ
る
医
療
費
、
経
済
補
償
又
は
賠
償
金

の
支
払
を
請
求
す
る
事
件

に
つ
い
て
、
当
事
者

の
申
立

に
よ

っ
て
、
そ
の
支
払
を
先
行
し
て
執
行
す
る
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
人
民
法
院

に
当
該
先
行
執
行
の
判
断

を
移
送

し
、
人
民
法
院
が
強
制
執
行
を
す
る
。

仲
裁
廷
が
先
行
執
行
の
判
断
を
下
す
場
合
、
次

に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
一
)

当
事
者
間
の
権
利
義
務
関
係
が
明
確
で
あ
る
こ
と

(二
)
支
払

い
を
先
行
し
て
執
行
し
な

い
と
、
申
立
人
の
生
活
に
影
響
を
与
え
る
こ
と

労
働
者
が
先
行
執
行
を
申
し
立

て
る
場
合
に
は
、
担
保

の
提
供
は
要
し
な

い
。

第
四
十

五
条

仲
裁
判
断
は
、
多
数

の
仲
裁
人
の
意
見
に
従

っ
て
下
す
も

の
と
し
、
少
数

の
仲
裁
人
の
異
な
る
意
見
は
、
記
録
に
記
入
す
る
も

の
と
す

る
。
仲
裁
廷
が
多
数
意
見
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
に
は
、
仲
裁
判
断
は
、
首
席
仲
裁
人
の
意
見
に
従

っ
て
下
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。

96



中華人民共和国労働争議調停仲裁法(韓 寧)

第
四
十

六
条

仲
裁
判
断
書
に
は
、
仲
裁

の
請
求
、
争
議
の
事
実
、
判
断
の
理
由
、
判
断
の
結
果
と
判
断

の
日
付
を
明
記
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
判

断
書
に
は
、
仲
裁
人

が
署
名
し
、
労
働
争
議
仲
裁
委
員
会

の
印
を
押
印
す
る
。
判
断
に

つ
い
て
異
な
る
意
見
を
有
す

る
仲
裁
人
は
、
署
名

す
る
こ
と
も
、
署
名
し
な

い
こ
と
も
で
き
る
。

第
四
十

七
条

次
に
掲
げ
る
労
働
争
議
は
、
本
法
に
他
の
規
定
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
仲
裁
判
断
が
終
局
判
断
と
な
る
。
判

断
書
は
、
仲
裁
判
断

が
下
さ

れ
た
日
か
ら
法
的
効
力
を
生
じ
る
。

(
一
)
労
働
報
酬
、
業
務
上
の
負
傷
に
係
わ
る
医
療
費
、
経
済
補
償
又
は
賠
償
金
の
支
払
を
請
求
し
、
か

つ
そ
の
金
額
が
当
地
の
最
低

月
給
基

準
の
十
二
倍
を
超
え
な

い
事
件

(二
)
労
働
時
間
、
休
息
休
暇
、
社
会
保
険
等
に
関
す
る
国
家
労
働
基
準
の
執
行
に
因

っ
て
生
じ
た
争
議
事
件

第
四
十

八
条

労
働

者
は
、
本
法
第
四
十
七
条
に
定
め
る
仲
裁
判
断
を
不
服
と
す
る
場
合
に
は
、
仲
裁
判
断
書
を
受
け
取

っ
た
日
か
ら
十
五
日
以
内
に

人
民
法

院
に
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十

九
条

使
用
者
は
、
本
法
第
四
十
七
条
に
定
め
る
仲
裁
判
断
が
次
に
掲
げ
る
事
由

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
場
合
に
は
、
仲

裁
判
断

書
を
受
け
取

っ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
労
働
争
議
仲
裁
委
員
会
所
在
地
の
中
級
人
民
法
院
に
判
断
の
取
消
を
申
し
立

て
る
こ

と
が
で
き
る
。

(
一
)
法
律
、
法
規

の
適
用
に
錯
誤
が
あ
る
こ
と
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(二
)
労
働
争
議
仲
裁
委
員
会
が
管
轄
権
を
有
し
な
い
こ
と

(三
)
法
定

の
手
続
に
違
反
す
る
こ
と

(四
)
判
断

の
根
拠
と
さ
れ
た
証
拠
が
偽
造
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と

(五
)
相
手
方

の
当
事
者
が
判
断
の
公
正
に
十
分
に
影
響
を
与
え
る
証
拠
を
隠
匿
し
て
い
た
こ
と

(六

)
仲
裁
人
が
当
該
事
件
を
仲
裁
す
る
際
に
賄
賂
を
要
求
、
又
は
収
受
し
、
私
利
の
た
め
に
不
正
を
働
き
、
法
を
曲
げ

て
判
断
を
下

す
行
為
を
な
す

こ
と

人
民
法
院
は
、
合
議
廷
を
設
け

て
審
理
を
行

っ
た
上
で
、
判
断
が
前
項
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由

の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
こ
と
を
確
認

し
た
場

合
に
は
、
取
消
を
裁
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

仲
裁

判
断
が
人
民
法
院
に
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
事
者
は
、
裁
定
書
を
受
け
取

っ
た
日
か
ら
十
五
日
以
内

に
、
当
該
労
働
争
議

事
件
に

つ
き
人
民
法
院
に
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
条

当
事
者
は
、
本
法
第
四
十
七
条
の
規
定
以
外
の
労
働
争
議
事
件

の
判
断
を
不
服
と
す
る
場
合
に
は
、
仲
裁
判
断
書
を
受
け
取

っ
た
日
か

ら
十
五

日
以
内
に
人
民
法
院
に
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
期
間
を
超
え
て
も
な
お
提
訴
し
な

い
場
合
に
は
、
判
断
書
が
法
的
効

力
を
生
じ
る
。

第
五
十

一
条

当
事

者
は
、
法
的
効
力
を
生
じ
た
調
停
書
、
判
断
書
を
期
日
通
り
に
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
方

の
当
事

者
が
期
日
を
超
え
て

も
履
行

し
な
い
場
合
に
は
、
他
方
の
当
事
者
は
民
事
訴
訟
法

の
関
連
規
定
に
従

い
人
民
法
院
に
執
行
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
申

立
て
を
受
け
た
人
民
法
院
は
、
こ
れ
を
執
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第

四
章

附
則

第
五
十

二
条

招
聘

制
を
実
行
す
る
事
業
組
織
の
労
働
者
と
当
該
事
業
組
織

の
間
に
労
働
争
議
が
生
じ
る
場
合
に
は
、
本
法
の
規
定

に
従
う
。
た
だ
し
、

法
律
、
行
政
法
規
或

い
は
国
務
院
規
則
に
他

の
規
定
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
十

三
条

労
働

争
議
仲
裁
は
費
用
を
徴
収
し
な

い
。
労
働
争
議
仲
裁
委
員
会

の
経
費
は
国
の
財
政
に
よ

っ
て
保
障
さ
れ
る
。

第
五
十
四
条

本
法

は
二
〇
〇
八
年
五
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(か
ん
　
ね
い

・
本
学
法
学
部
講
師
)
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